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議案第96号 

 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案 

 

職員の特殊勤務手当に関する条例（平成12年大阪市条例第27号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ

る規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（外国勤務手当） 

第18条 [略] 

２ 前項に規定する手当の額は、１月につき、

外国に所在する公署において勤務する職員

（以下「外国勤務職員」という。）が当該公

署の所在地（以下「勤務地」という。）に所

在する総領事館（勤務地に総領事館が所在

しない場合にあっては、当該勤務地が属す

る国の大使館）に勤務する外務公務員（以

下「所在地勤務の外務公務員」という。）で

あるとした場合に支給されることとなる在

外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤

務する外務公務員の給与に関する法律（昭

和27年法律第93号。以下「外務公務員給与

法」という。）第９条又は第11条の規定によ

る在勤基本手当の額に相当する額に100分

の80を乗じて得た額とする。 

３ 次の各号に掲げる場合における第１項に

規定する手当の額は、前項の規定にかかわ

らず、１月につき、同項の規定による額に

当該各号に定める額を加算した額とする。 

⑴ 外国勤務職員が勤務地においてその住

居に係る費用を負担する場合 当該外国

（外国勤務手当） 

第18条 [同左] 

２ 前項に規定する手当の額は、１月につき、

外国に所在する公署において勤務する職員

（以下「外国勤務職員」という。）が当該公

署の所在地（以下「勤務地」という。）に所

在する総領事館（勤務地に総領事館が所在

しない場合にあっては、当該勤務地が属す

る国の大使館）に勤務する外務公務員（以

下「所在地勤務の外務公務員」という。）で

あるとした場合に支給されることとなる在

外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤

務する外務公務員の給与に関する法律（昭

和27年法律第93号。以下「外務公務員給与

法」という。）第９条又は第10条第１項の規

定による在勤基本手当の額に相当する額に

100分の80を乗じて得た額とする。 

３ [同左] 

 

 

 

⑴ 外国勤務職員が勤務地においてその住

居に係る費用を負担する場合 当該外国
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勤務職員が所在地勤務の外務公務員であ

るとした場合に支給されることとなる外

務公務員給与法第14条第１項本文の規定

による在外住居手当の額に相当する額

（当該在外住居手当の額が同項ただし書

の規定による限度額に100分の80を乗じ

て得た額を超えるときは、当該額に相当

する額） 

[⑵ 略]  

⑶ 外国勤務職員の子のうち主として当該

外国勤務職員の収入により生計を維持し

ているものであって人事委員会規則で定

める者が勤務地において学校教育その他

の教育を受ける場合 当該外国勤務職員

が所在地勤務の外務公務員であるとした

場合に支給されることとなる外務公務員

給与法第24条（第３項を除く。）の規定に

よる子女教育手当の額に相当する額 

[４ 略] 

勤務職員が所在地勤務の外務公務員であ

るとした場合に支給されることとなる外

務公務員給与法第12条第１項本文の規定

による住居手当の額に相当する額（当該

住居手当の額が同項ただし書の規定によ

る限度額に100分の80を乗じて得た額を

超えるときは、当該額に相当する額） 

 

[⑵ 同左] 

⑶ 外国勤務職員の子のうち主として当該

外国勤務職員の収入により生計を維持し

ているものであって人事委員会規則で定

める者が勤務地において学校教育その他

の教育を受ける場合 当該外国勤務職員

が所在地勤務の外務公務員であるとした

場合に支給されることとなる外務公務員

給与法第15条（第３項を除く。）の規定に

よる子女教育手当の額に相当する額 

[４ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  令和８年５月15日提出 

大阪市長  横 山 英 幸  

 

説 明 

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正に

伴い、規定を整備するため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。 

 

  


